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居宅介護支援 契約書 

 

様（以下「利用者」という。）と指定居宅介護支援事業所（ふじトピア

居宅介護支援事業所）（以下「事業者」という。）とは、利用者と事業者の両当事者間にお

いて、居宅介護支援及び居宅介護ケアマネジメントの利用について、次のとおり契約を締結

します。 

 

（目的及び内容） 

第１条 事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、要介護

状態の予防と、可能な限り居宅において自立した日常生活を営み続けるために利用者の選

択に基づいて必要な居宅介護サービス等が適切に利用できるよう、居宅サービス計画書等

を作成します。また、当該計画に基づいて適切な居宅介護サービス等の提供が確保される

よう、サービス事業者及び関係機関等との連絡調整その他の便宜を提供します。 

（契約の有効期間） 

第２条 この契約は、令和   年  月  日から有効とします。有効期間は要介護認定

有効期間満了日までとし、それまでに、利用者からの意思表示がない場合は、この契約は

自動的に延長されるものとします。要介護認定が更新される場合は、更新後の要介護認定

有効期間の満了日をもってこの契約期間の満了日とします。 

（介護支援専門員） 

第３条 事業者は、居宅介護支援及び居宅介護ケアマネジメントの担当者を選任し、適切な

居宅介護支援及び居宅介護ケアマネジメントに努めます。 

２  事業者は、前項の担当者を選任し、又は変更する場合には、利用者の状況とその意向に

配慮して行い、事業者側の事情により担当者を変更する場合には、あらかじめ利用者に連

絡します。 

３  事業者は、担当者に対し、専門職として常に利用者の立場に立ち、誠意をもってその職

務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を行います。 

（居宅サービス計画書等の変更等） 

第４条 事業者は、利用者が居宅サービス計画書の変更を希望する場合には、速やかに自立

した日常生活に向けての検討を行い、必要に応じてその変更に向けた手続きをするととも

に、これに基づき居宅介護サービス等が円滑に提供されるようサービス事業者等への連絡

調整等を行います。 

２ 事業者は、利用者が居宅サービス計画書の範囲内でサービス内容等の変更を希望する場

合には、速やかにサービス事業者への連絡調整等を行います。 

（記録等） 

第５条 事業者は、利用者との合意のもとで居宅サービス計画書を作成して、利用者にその

写しを交付します。 

２ 事業者は、定期的に、居宅サービス計画書に記載したサービス提供の目標等の達成状況

等を評価し、その結果を居宅介護支援・居宅介護ケアマネジメント経過記録等の書面に記

載するとともに、居宅サービス計画書の変更が生ずる場合は、必要に応じて居宅サービス

計画書を追記・修正し、利用者に説明のうえ、その写しを交付します。 

３ 事業者は、利用者に対する居宅介護サービス等の提供に際して作成した記録や書類を整

備し、契約の完結の日から５年間これを保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は

実費負担によりその写しを交付します。 
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（利用者の解約等） 

第６条 利用者は、少なくとも７日前までに事業者に予告することにより、いつでも、この

契約を解約することができます。 

２  利用者は、事業者が定められたサービスを提供しなかった場合その他この契約に違反し

た場合には、直ちにこの契約を解除することができます。 

（事業者の解除） 

第７条 事業者は、利用者の著しい不信行為によりこの契約を継続することが困難となった

場合には、その理由を記載した文書を交付することにより、この契約を解除することがで

きます。 

（契約の終了） 

第８条 利用者が医療施設等に入院（所）し、又は要介護認定が受けられなかったこと等に

より、相当期間以上にわたり、この契約が目的とするサービスの利用が困難となった場合

には、この契約は終了するものとします。この場合には、事業者は利用者に対し速やかに

その旨を通知するものとします。 

２  事業者は、この契約が終了する場合で、必要があると認められるときは、利用者が指定

する他の居宅介護支援事業者、他の介護予防支援事業者、並びに医療機関等の関係機関へ

の関係記録の写しの引き継ぎ、介護保険外サービスの利用に係る市への連絡等の調整を行

うものとします。 

（秘密保持） 

第９条 事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密については、利用者又

は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び

契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

２ 事業者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がある場合を除き、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じま

す。 

３ 事業者は、あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には、利用者にサービスを提

供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用い

ることができるものとします。 

（苦情対応） 

第１０条 利用者は、提供された居宅介護支援及び居宅介護ケアマネジメントに関して苦情

がある場合又は事業者が作成した居宅サービス計画書に基づいて提供された居宅介護サ

ービス等に苦情がある場合には、事業者、市に対して、いつでも苦情を申し出ることがで

きます。また、国民健康保険団体連合会に対しても、居宅介護支援に関する苦情を申し出

ることができます。 

２  事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにし、苦情の申し出又は相談

があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。 

３  事業者は、利用者が苦情申し出等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをす

ることはありません。 

（居宅介護支援事業者による介護予防サービス・支援計画書作成） 

第１１条 利用者が、当該事業者による介護予防サービス・支援計画書作成を希望される場

合は、申し出ることができます。 

２ 事業者は、利用者から前項の希望が出された場合、速やかに地域包括支援センターに情

報提供を行うとともに、協力して関係機関との調整を図ります。 
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３ 事業者は、業務委託契約の趣旨を尊重して、介護予防サービス・支援計画書作成の業務

に従事することとします。 

４ 利用者は、介護予防サービス・支援計画書作成などの居宅介護支援事業者の業務に積極

的に協力することとします。 

（契約外の事項） 

第１２条 この契約、介護保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係法

令等の趣旨を尊重して、利用者と事業者の協議により定めます。 

（公正中立） 

第１３条 

 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの利用割合及び各サービスごとの、同一事業者によって提供さ

れたものの割合は別紙、サービス内容説明書に記載したとおりです。
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上記のとおり、居宅介護支援の契約を締結します。 

   

  令和   年   月   日 

  

(利用者)      

            

 住所                                 

    

    

氏名                    印         

   

上記代理人（代理人を選任した場合） 

                  

 

住所                                              

 

 

氏名                   印         

  

  

(立会人)            

住所                                        

 

 

氏名                   印              

 

（注）（立会人）欄には、本人とともに契約内容を確認し、緊急時などに利用者の立場に立

って事業者との連絡調整等を行える方がいる場合に記載してください。なお、立会人は、契

約上の法的な義務等を負うものではありません。 

 

 

（事業者）  

〒４２６－０２０４ 

所在地    静岡県藤枝市時ケ谷４１７番地２         

 

                                                      おおとり 

事業者名   社会福祉法人 凰会              

 

 

支援事業者名 ふじトピア居宅介護支援事業所         

 

 

代表者名   施設長       増 田 啓 介    印     
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居宅介護支援 重要事項説明書 

 

 

１．事業所の概要 

事業所名 ふじトピア居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援事業所）  

所在地 藤枝市時ケ谷４１７番地２ 

サービスの種類 居宅介護支援事業所 

事業所指定番号 静岡県 ２２７５３００２１４号 

管理者 

連絡先 

 

宮内ゆか 

TEL ０５４－６３８－５２５３  

FAX ０５４－６３８－５２５５ 

２４時間対応窓口 ０９０－１７４７－５２５３ 

サービス提供地域 藤枝市 

 

２．事業所の職員体制 

職種 勤務形態 配置人数 

管理者 

主任介護支援専門員 
常勤／兼務 １人 

主任介護支援専門員 常勤／専従 １人以上 

介護支援専門員 常勤／専従 ２人以上 

 

３．営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～金曜日 

但し、祝日・１２月２９日～１月３日を除く 

営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分とする 

備考 時間外・夜間・休日においても、緊急時には対応いたします。 

その場合において、特別な利用料は発生いたしません。 

 

４．利用料金 

 居宅介護支援については、原則として利用者の負担はありません。 

 

 利用者の介護保険料の滞納等により、事業所が法定代理受領できない場合は、

居宅介護支援等に要した費用について次表に定める額を負担していただきま

す。この場合事業所は、居宅介護支援に要した費用等を記載した「指定居宅介

護支援提供証明書」を利用者に交付します。 
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居宅介護支援マネジメントに係る費用については、下記のとおりです。 

（１）基本 

要介護区分 １・２ １,０８６単位／月 

要介護区分 ３・４・５ １,４１１単位／月 

※藤枝市は地域単価（７級地）の１０.２１円を乗じた金額を算定します。 

 

（２）主な加算 

サービス内容略称 単位数 

特定事業所加算Ⅱ ４２１単位／月 

初回加算 ３００単位／回 

通院時情報連携加算 ５０単位／回 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２５０単位／回 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ２００単位／回 

退院・退所加算（Ⅰ）イ ４５０単位／回 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ ６００単位／回 

退院・退所加算（Ⅱ）イ ６００単位／回 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７５０単位／回 

退院・退所加算（Ⅲ） ９００単位／回 

ターミナルケアマネジメント加算 ４００単位／月 

 

５．サービスの内容 

（１） 指定居宅介護支援事業者（以下、事業者）は、当該実施区域内に居住

する利用者が居宅において日常生活を営むために必要なサービスを適

切に利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用者自ら

の改善可能な状況を確認し、その上で利用するサービスの種類及び内

容、担当する者等を定めた居宅サービス計画等ならびに、（以下、ケア

プラン）を作成するとともに、当該ケアプランに基づいてサービスが

提供されるようサービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を

行います。 

 （２） 居宅介護支援（以下、ケアマネジメント）にあたっては、利用者の生

活機能の状況等を勘案し、適切なサービスが多様な事業者から総合的

かつ効率的に提供されるよう努力します。 

 （３） ケアマネジメントにあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類又は特定

のサービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行いま

す。 

    利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やそ
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の家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業

所について、複数の事業所の紹介を求めることができます。また、当該

事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることも可能です。 

    前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域

密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合及び各サービ

スごとの、同一事業者によって提供されたものの割合は別紙サービス

内容説明書に記載したとおりです。 

 （４） 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉

用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具につい

て貸与と販売の選択制が導入されます。その際、利用者への十分な説明

と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ないま

す。 

 （５） ケアマネジメントにあたっては、要介護状態の軽減若しくは要介護状

態になることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連

携に十分配慮します。利用者が医療系サービスを希望している場合、利

用者の同意を得て主治医に意見を求め、その主治医にケアプランを交

付します。 

 （６） 事業者は、ケアプランの作成後においても、利用者やその家族、サー

ビス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、ケアプランの実施

状況を把握するとともに、利用者についての解決すべき課題を把握し、

必要に応じてケアプランの変更、サービス事業者等との連絡調整その

他の便宜の提供を行います。 

    サービス事業者等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状

況、モニタリングの際に介護支援専門員等が把握した利用者の状態等

について、介護支援専門員等から主治医や歯科医、薬剤師に必要な情報

提供を行います。 

 （７） 前項のケアプランの実施状況、解決すべき課題等について適切な記録

を作成・保管し、利用者に対して継続的に情報提供、説明等を行います。 

 

６．障害福祉制度の相談支援専門員との連携 

障害福祉サービスから介護保険サービスへ移行等する際は、事業所は 

特定相談支援事業者との連携に努めます。 

 

７．医療と介護の連携 

   入院の際は担当の介護支援専門員等の氏名を入院先医療機関にお伝え 

下さい。事業所からも入院先医療機関に情報を提供等させて頂きます。 

また、在宅生活に安心して戻れるよう、相談しながらサービス等を調整 

させて頂きます。 
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８．地域包括支援センターからの受託 

 （１） 利用者が当該事業所による介護予防支援及び介護予防マネジメント

（以下、介護予防支援等）を希望された場合は、速やかに圏域の地域包

括支援センターとの調整を図ります。 

 （２） 介護予防支援等の業務を受託した際は、介護予防プラン作成業務を行

います。 

 （３） 事業所は、介護予防プラン原案作成について、地域包括支援センター

や関係機関との連携を図り、作成された介護予防プラン原案について

内容の妥当性や評価、意見を求め、適切な作成に努めます。 

 

９．緊急時の対応 

 サービスの提供にあたり、事故、体調の急変などが生じた場合は、事前の打ち

合わせに基づき、家族・主治医・救急機関等に連絡します。 

医療機関等 

 

主治医等の氏名  

連 絡 先    

緊急連絡先 

 

氏 名    

連 絡 先  

  

１０．相談窓口・苦情対応 

 〇サービスに関する相談や苦情についてお気軽にご相談ください。 

 

当事業所お客様相談窓口 

 

ＴＥＬ ０５４－６３８－５２５３ 

ＦＡＸ ０５４―６３８―５２５５ 

責任者 宮内ゆか 

対応時間  ９：００～１６：３０ 

 〇法人においても相談や苦情を申し出ることができます。 

 

法人における相談窓口 

藤枝市包括支援センター 

 

ＴＥＬ ０５４－６３８－５２５２ 

ＦＡＸ ０５４―６３８―５２５５ 

センター長 内村宣子 

対応時間  ９：００～１６：３０ 

〇公的機関においても、次の機関において苦情申し出等ができます。 

藤枝市 

地域包括ケア推進課 

所在地 藤枝市岡出山一丁目１１番１号 

ＴＥＬ ０５４－６４３－３２２５ 

対応時間 ８：３０～１７：１５ 

静岡県 

国民健康保険団体連合会 

所在地 静岡市葵区春日町２丁目４－３４ 

ＴＥＬ ０５４－２５３－５５９０ 

対応時間 ８：３０～１７：００ 
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１１．虐待防止に関する取りくみ 

  利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を 

講じます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会への参加及びその結果の職員への 

周知徹底 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 年２回の虐待を防止するための研修の実施 

④ 前３号に揚げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

 

１２．衛生管理等に関する取りくみ 

  事業者において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じ

ます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委  

員会への参加及びその結果の職員への周知徹底 

② 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備 

③ 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施 

 

１３．業務継続計画の策定等に関する取りくみ 

  感染症や非常災害の発生時において「業務継続計画」を策定し、必要な措置 

を講じます。また、職員に対し、計画を周知するとともに必要な研修及び訓 

練を行います。計画は定期的に見直しを行い必要に応じ変更をしていきます。 

 

１４．ハラスメント防止に関する取りくみ 

  職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ 

って、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害

されることを防止するために必要な措置を講じます。          

 

１５．当法人の概要 

名  称 社会福祉法人 凰会 

代表者名 理事長   増 田 光 春 

所在地 藤枝市時ケ谷４１７番地２ 

電話番号 ０５４－６３８－５２５２ 

業務の概要 社会福祉事業及び介護保険事業 

事業所数 ９事業所 
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【 説明確認欄 】 

 

令和   年  月  日 

 

 

指定居宅介護支援に係る契約の締結にあたり、上記のとおり重要事項を説明

しました。 

 

事業所    所在地  藤枝市時ケ谷４１７番地２ 

             

          事業所名 ふじトピア居宅介護支援事業所 

 

          説明者             印   

 

 

指定居宅介護支援に係る契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受け、同意

しました。 

 

利用者    住所                           

         

氏名                  印   

     

上記代理人（代理人を選任した場合）                     

    

住所                                        

          

氏名                 印  

     

     

代理人又は立会人等   住所                             

              

氏名                 印   

     

（注）「立会人」欄には、本人とともに契約内容を確認し、緊急時などに利用者の立場に立って

事業者との連絡調整等を行える方がいる場合に記載してください。なお、立会人は、契約上の法

的な義務等を負うものではありません。 

 



ふじトピア居宅介護支援事業所運営規程 

 

第１章 総 則 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人凰会が開設するふじトピア居宅介護支援事業所（以下「事業所」と 

 いう。）が行う居宅介護支援事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するため 

 に人員及び管理運営に関する事項を定めることを目的とする。 

（運営の方針） 

第２条 この事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても可能な限り、その居 

 宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行  

 うものとする。 

２ この事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に 

基づき適切な福祉サービス及び保健医療サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効 

率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 

３ 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者に提供 

 されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に 

 行うものとする。 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１） 名 称  ふじトピア居宅介護支援事業所 

（２） 所在地  藤枝市時ケ谷４１7番地２ 

 

第２章 従業者の職種、員数及び職務内容 

（職種別員数） 

第４条 この事業所に勤務する職種別従業者の員数は次のとおりとし、一部の職種につい 

ては兼務とすることができるものとする。 

（１） 管理者      （介護支援専門員と兼務）    １名 

（２） 介護支援専門員  （管理者との兼務を含む）    ３名以上 

  （３） 事務職員     （他の職務と兼務）       １名  

 （職務の内容） 

第５条 前条に規定する従業者の職務内容は次のとおりとする。 

（１） 管理者 業務の管理を一元的に行うとともに自らも居宅介護支援の提供に当た 

     るものとする。 

（２） 介護支援専門員 管理者の命を受けて、要介護認定申請の援助及び居宅サービ

ス計画の作成に従事するとともに、居宅サービス事業者との連絡調整、介護保

険施設の紹介等を行うものとする。 



（３） 事務職員 管理者の命を受けて、介護支援専門員の業務の補助及び費用の請求、 

    領収等の事務に従事する。 

（勤務体制の確保） 

第６条 事業所は、利用者に対し適切な居宅介護支援を提供できるよう従事者の勤務の体

制を定めるものとする。 

 

第３章 営業日、営業時間及び事業の実施地域 

（営業日及び営業時間） 

第７条 この事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

（１） 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし祝祭日及び１２月２９日から１ 

   月３日までを除く。 

（２） 営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

（事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。 

   藤枝市  

 

第４章 サービスの内容及び利用料等 

（サービス内容の説明） 

第９条 事業所はこの事業の開始に際し、利用者又はその家族に対しサービスの選択に必 

要な事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。 

（事業の内容） 

第１０条 事業所が行うサービスの内容は次のとおりとする。 

（１） 要介護認定の申請等に対する援助 

（２） サービス提供に必要な情報の提供 

（３） 居宅サービス計画の作成 

（４） サービス実施状況の継続的な把握 

（５） 介護保険施設等への紹介 

（６） 医療との連携 

（７） 居宅サービス事業者との連絡・調整 

２ 前項第３号については利用者の同意を得たのち、居宅サービス計画を交付するものと

する。 

（利用料） 

第１１条 居宅介護支援にかかる利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものと

する。 

２ 第８条の通常の事業の実施地域を越えてサービスを実施した場合の交通費は、その実 

費を徴収する。なお自動車を使用した場合は次の額を徴収する。 



   （１）通常の事業の実施地域を越えた地点から片道概ね１０ｋｍ未満  ５００円 

   （２）１０ｋｍ増すごとに                     ５００円 

３ 事業所は前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し事前に文 

書で説明した上で支払いに同意する旨の文書に署名捺印を受けるものとする。 

 

 第５章 その他運営に関する重要事項 

（衛生管理） 

第１２条 事業所は、感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないよう、指針を整備し、定

期的な委員会の開催、並びに研修及び訓練を実施等必要な措置を講ずるものとする。 

（虐待防止に関する事項） 

第１３条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、委員会の設置、指針の整備、

定期的な研修の実施等必要な措置を講じるものとする。 

（事業継続計画の策定） 

第１４条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、介護サービスの継続的に実施、早期

の業務再開を図るための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に実施するなどの措置

を講じるものとする。 

（ハラスメント対策） 

第１５条 事業所は、雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、男女雇用機会均等

法等におけるハラスメント対策に関する事業所の責任を踏まえつつ、ハラスメント対策に取

り組むものとする。 

（身分を証する書類の携帯） 

第１６条 事業所は介護支援専門員に身分を証する書類を携帯させ、初回訪問時又は利用 

者から求められた時はこれを提示するものとする。 

（従業者の健康管理） 

第１７条 事業所は従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うものとす 

 る。 

（掲示） 

第１８条 事業所は事業所の見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他 

 サービスの選択に必要な事項及び費用について掲示するものとする。 

（秘密の保持） 

第１９条 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならないもの 

 とする。 

２ 従業者でなくなった場合についても同様とする。 

（従業者の研修） 

第２０条 事業所は介護支援専門員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設け 

 るものとする。 



（１） 採用時研修 採用後１ヶ月以内 

（２） 継続研修  年６回 

（苦情処理及び損害賠償） 

第２１条 事業所は利用者から苦情があった場合には迅速かつ適切に対応するものとする。 

２ 利用者からの苦情に対して市町村や国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すると

ともに必要な助言を受けた場合には改善に努めるものとする。 

３ 利用者に賠償すべき事故が生じた場合は速やかに対応するものとする。 

（記録等の整備） 

第２２条 事業所は設備、備品、従業者及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 

２ 利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、完結の日から５年間保存 

 するものとする。 

（その他） 

第２３条 この規程に定めるものの外、運営に関する事項は社会福祉法人凰会と事業所の 

 管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

附 則 

 

この規程は平成１３年２月１日から施行する。 

 

この規程は平成１８年４月１日から施行する。 

 

この規程は平成２０年５月１日から施行する。 

 

この規程は平成２２年４月１日から施行する。 

 

この規程は平成２２年１０月１５日から施行する。 

 

この規程は平成２４年１２月１日から施行する。 

 

この規程は平成２７年９月１日から施行する。 

 

この規程は令和４年７月１日から施行する。 

 


